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１ 生徒の対応 

（１）午前６時の時点で、臨時休業の連絡があった場合は自宅学習日とする。 

（２）平常授業と学校が判断した場合であっても、生徒の居住地の気象状況、公共交通機関等の影響に

より登校が困難な場合は、その旨を学校に連絡する。対象生徒は、出席停止扱いとする。 

 

２ その他留意点 

休業日に対象の気象情報等が発令された場合、部活動等（検定、模擬試験を除く）は原則中止と 

する。なお、大会等については顧問の指示に従う。 

 

３ 連絡方法について 

（１）学校から生徒保護者への配信方法：鳥取湖陵高校マチコミメール 

（２）生徒保護者から学校への連絡方法： 

① 鳥取湖陵高校電話番号（０８５７－２８－０２５０） 

  ② 欠席・遅刻等学校連絡Googleフォーム 

 
【欠席等連絡用】 

https://forms.gle/7sACMEdPX3S6vTtZ6 

 

４ 参考とする情報 

（１）対象となる気象情報等について 

 

対象地区 鳥取市北部（または鳥取北部）地区 

気象情報等 

暴風・大雨・大雪・暴風雪・洪水の警報、または土砂災害警戒情報、大雨特別

警報等の特別警報または氾濫発生情報が発令されている場合 

学校所在地を含む地区（湖山地区）に対して、避難情報等の警戒レベル３～５

（※）のいずれかが発令されている場合 

 （※）警戒レベル３～５：市町村が発令する行動を促す情報のうち、「高齢者等避難」（レベル３）、 
「避難指示」（レベル４）、「緊急安全確保」（レベル５） 

 

（２）関連の情報源について 

①ＪＲ西日本列車運行状況等のホームページ 

   ②気象庁ホームページ 

   ③鳥取県または市町村からの情報（ホームページ・防災無線放送等） 

   ④テレビ・ラジオ・インターネット等の公共性の高いニュース・情報 

 

原則として、学校長はＪＲの運行状況・運行計画、気象条件等を総合的に判断し臨時に授業を

行わないこと（臨時休業）を決定する。なお、決定内容は、マチコミメール等により周知する。 


